
子ども・子育て支援法第31条第2項に基づく意見聴取　(保育所） 資料

（平成29年4月1日新規開設に係る特定教育・保育施設）

※３

氏名 職名 ※１ ※２ 満1歳未満 満１歳以上

1
（仮称）ナーサリー新井
宿

保育所
大田区中央四丁目１３番１
８号

社会福祉法人　翼友会
秋田県秋田市飯島飯田
１丁目１２番４０号

間山　昭 理事長 144人 0 79 15 50 144

2 （仮称）弁天橋保育園 保育所
大田区羽田五丁目１８番１
６号

社会福祉法人　二葉福
祉会

鹿児島県鹿屋市上谷町
１１６５７番地３

野元　廣和 理事長 110人 0 60 12 38 110

3

4

5

6

7 人 0

8 人 0

254人 139人 27人 88人 254人

※１ 法第十九条第一項第一号に掲げる子ども（3歳以上の教育認定）

※２ 法第十九条第一項第二号に掲げる子ども（3歳以上の保育認定）

※３ 法第十九条第一項第三号に掲げる子ども（3歳未満の保育認定）
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施設名

認可・認定
定員数

施設の状況

３号認定子ども

代表者の状況
主たる事務所所在地設置者名称所在地

施設
種別

設置者の状況

２号認定
子ども

１号認定
子ども

利用定員

計

1


